
消費生活相談員（会計年度任用職員）を募集します！ 

 

１．職 種 消費生活相談員 

 

２．人 員 １名  

 

３．資 格 簡単なパソコン操作（Word・Excel）  

 

４．職務内容 

 ・消費者からの事業者に対する苦情の相談対応、苦情処理のための斡旋 

 ・消費者安全確保のための情報収集及び提供 

 ・消費者教育の実施（学校への出前講座など） 

 ・消費者安全確保のための学習会の実施、その他の啓発、広報 

 

５．任 期 令和６年４月１日～令和７年３月３１日 ・再度任用の可能性あり  

 

６．勤務条件 

（１）勤務場所 滝川市役所３階　滝川地方消費者センター  

（２）勤務時間 ９時００分～１６時００分  

（３）休 日 週休２日制、土・日・祝日  

（４）休 暇 年次休暇ほか各種休暇あり  

（５）給 与 月額１３２，３０９円～１５１，８９６円 

 

７．手 当  

（１）期末手当 あり  

（２）通勤手当 通勤距離片道２km 以上の場合に支給  

（３）その他 共済組合・厚生年金・雇用保険加入 

 

８．応募方法 

（１）受付期間 ３月９日（金）まで 

（２）応募方法 履歴書を滝川市役所３階くらし支援課まで持参または郵送 

 

９．選考方法 面接　３月１４日(木)午後（時間は別途調整させていただきます。）  

 

10. その他 相手の話を聞くことが得意な方 

 

提出先・問合先 

〒073-8686 滝川市大町１丁目２番 15 号 滝川市役所３階くらし支援課 

 （連絡先：滝川市くらし支援課　☎0125-28-8012　担当者：西島） 


